
＜浄化槽設置補助＞ 
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補助対象です 

上記内容の他、手続き内容等について、 

必ず申請前に廃棄物指導課（０４７－４３６－３８１３）まで 

お問い合わせください。 

はい 

申請者の船橋市税の滞納はありませんか？※ あります 

10 人槽以下の住宅に設置される浄化槽ですか？ 

単独浄化槽・くみ取り便槽からの転換設置です

か？（住宅の建替えを伴うものも含みます） 

ありません 

建替え前の既存建物は残っていま

すか？ 

※新型コロナウイルス感染症の影響への対応として、当分の

間、市税の滞納の有無については、申請要件として取り扱わ

ないこととなりました。取扱いに変更が生じた際は、市ホー

ムページ等でお知らせいたします。 

設置する場所は、令和３年 3 月 31 日現

在の「下水道事業計画区域以外」、もしく

は特別に指定された公共下水道の整備が

困難な地域（本中山 1 丁目の一部、丸山

４丁目の 1部）ですか？ 

補
助
対
象
外
で
す 

下水道河川計画課 

(Tel 047-436-2662)へ 

お問い合わせください。 

はい 

（建替えを伴

わない場合） 

いいえ 

はい（建替えを伴う場合） 

いいえ 

はい 

いいえ 

わかりません 


